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は じ め に 

 

高木町自治会では、昭和 59 年（1984 年）に「地区防災計画」を策定しています。

これは、どこかの教科書を参考にしてまとめたものではなく、実際に高木町を点検し、

実測し、数々のアンケートをとりながら作成されたものです。 

今日のように、大きな災害を経験し、「次はいつ来てもおかしくない」と言われて

いる状況ではなく、むしろ「高木町自治会になんで防災部が必要なの」とさえささや

かれていた 30 年前にこのような「地区防災計画」が策定されました。先人達の先見

性と努力に対してあらためて敬意を表したいと思います。 

同時に、この「地区防災計画」に基づいて、30 年間にわたって「災害に強いまちづ  

くり」に取り組み続けたことは私達の誇りであります。そして、こうした取り組みの

中で作り上げた『防災知恵袋』は私達の宝であります。 

30 年経ってあらためて検討しなければならない第一の問題は災害の規模です。研究

が進むにつれて想定すべき災害の規模はこれまでの数倍となりました。 

これまでは「災害時には三中へ」と言われ、いかに三中へ避難するかが訓練の中心

でしたが、最近の想定では三中では避難者を収容しきれないと考えられています。第

二は働き手の問題です。かつては支援者であった人が、今では要支援者になるという

状況も生まれています。また災害発生時には防災部員や防災ボランティアも、被災者

になることも想定しておかなければなりません。 

３０年の経過で、道路、住宅、公園、避難場所等、町の状況も変わりました。 

そこで災害発生時の対応を中心に補強し、さらに｢災害に強いまちづくり｣を目指して

｢地区防災計画｣平成 27 年度版（2015 年版）として改定しました。また『防災知恵袋』

はすべての家庭で実行されてこそ価値あるものになります。「よくできたパンフレッ

ト」で終わったのでは宝の持ち腐れです。併せて検討したいと思います。     

 

 高木町自治会  

 会長  櫻井 幹三 
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第１章 地区防災計画改定について             

１．計画改定の経緯 

高木町自治会は、昭和 57 年（1982 年）に防災部を設置して以来、「防災に強い

まちづくり」活動を約 30 年にわたり推進してきました。 

 昭和 59 年（1984 年）には「地区防災計画」が作られました。当時のまちづくり

の意気込みが感じられる先進的な取り組みです。 

その後、昭和 61 年（1986 年）には「へいづくり憲章」を、さらに平成７年（1995

年）には住民の合意による「まちづくり宣言」を制定し、現在も高木町の中心部に

高く掲げられ、まちづくりの目指すところを明確に示しています。 

 平成 23 年（2011 年）には東日本大震災が起こりました。マグニチュード 9.0 と

いう大規模災害で多くの命が奪われました。これを教訓に大災害で高木町の住民が

一人も命を落とすことがいないようにとの願いを込め平成 25 年（2013 年）３月、

「自助」を中心とした防災の備え“その日のために今からやっておくこと”という

小冊子「防災知恵袋」を作成し、自治会員以外の方々も含め近隣の住民に 1,400 部

を配布しました。 

 平成 26 年（2014 年）には、国分寺市の指導のもと、災害時の組織と行動の流れ

を明確にした「高木町地区本部運営マニュアル」を作りました。 

 さらに平成 27 年（2015 年）、今年度、行政からの指導と協力を得て、日頃取り組

んでいる防災活動を振り返り、災害時に実際に役立つ「地区防災計画」を改定する

ことにしました。現在の活動の実践や、見直しにも生かせるものであると考えます。 

２．改定の目的 

 現在防災部では、「地域活動を活発にし安全・安心なまちづくりを目指す」とい

う目標のもと活動していますが、今回の地区防災計画では、次の３項目をねらいと

しました。 

(１)多くの人に関心を持ってもらうきっかけとし、住民全員の防災意識向上に役立 

てる。 

(２)地域の協力で生き残れる災害に強いまちづくりをする。 

(３)訓練を重ね、実際に即した具体的な取り組みを推進する。 
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３．「地区防災計画」（昭和 59 年）（1984 年）発行について 

  この計画は、「防災対策に関する必要事項を定め、災害の発生を未然に防ぎ、発 

  生した災害による地区住民の生命、財産の安全を図ること」を目的として作られ 

ました。これは、高木町自治会と国分寺市との協力によって作成されたものです。 

防災部は、この計画をまちづくり推進のよりどころとし、住民からの要望の強

いもの、また取り組み可能なものなどを選び、防災活動を実施してきました。 

安全で、住みよいまちづくりとして、危険な塀の安全化、道路の改善、防災設

備の充実、危険箇所の巡回・点検等を実施しています。 

   災害に備えた活動では、消火活動、避難活動、救護活動、情報収集・伝達、防

災知識の普及と意識の高揚、家庭内防火対策の促進等が実施され、現在の防災活

動の基盤として受け継がれています。  

４．高木町の地域の特性 ━高木町はどんな町か(防災の観点から)━ 

○高木町は国分寺市の北西部に位置し、台地状にあります。山も川もなく、地震発

生時にも水害や山崩れの心配はまずありません。また、危険な工場もなく災害時

にも「比較的安全な町」と言えます。しかし首都直下型地震や近くにある立川断

層帯により引き起こされる地震への備えは大変重要です。 

○唯一懸念されるのは火災です。高木町には約 930 戸の家がありますが、その 85％

は木造です。木造と言っても板壁の家は十数軒で、ほとんどの家がモルタルなり

防火タイルの火災対策が施してはあります。平常時の火災に対しては大きな効果

が期待できますが、地震で家屋が倒壊した場合は機能しません。火災の発生を防

げるかどうかで、被災の規模が決まると言えます。 

○高木町では大規模開発が行われたことがなく、既存の道路のまま、その両側に家

屋だけが増えていったところが多いため、道路幅４ｍ以下の所も多く、ここには

消防車が入ることができません。このことは、災害発生時だけでなく、平常時に

おける火災に対しても大きな問題です。 

○重量塀は災害発生時倒壊して通行人を傷つけるほか、道路をふさいで消火、避難、

救援の支障になることが懸念されています。高木町では「へいづくり宣言」を出

した後、新築した家で重量塀にした家はほとんどありません。それ以前に建てら

れた重量塀の家でも部分的に撤去したり低くするところが増えています。 
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○平成 27 年 12 月時点での設備 

防火水槽  （ ５カ所 ）     消火栓（ 27 カ所 ） 

街頭消火器 （ 27 カ所 ）    消火器の保有率（74.4％（家庭単位）） 

 上記１. 改定の経緯  ２. 改定の目的  ３. 現行の地区防災計画をふまえ、大災害

時の被害を最小限にするために、どのような防災計画を立て、実践していくとよい

かを自助と共助の視点、及び地域の特性、地域コミュニティーの課題から下記を重

点テーマとして設定、検討することにしました。 

１．「火災を起こさない」ための取り組み 

２．「班ごとの安否確認」の取り組み（班活動の具体化） 

５．「地区防災計画」と既発行冊子との関連 

○高木町地区本部運営マニュアル(平成 26 年度)（2014 年度作成) 

災害発生時の共助活動の指針として災害拠点となる地区本部の運営を円滑にする

ための運営方法を記したもので、この防災計画書の４章・５章の骨子となってい

ます。 

○防災知恵袋(平成 24 年度)（2012 年度作成） 

地震災害に備える自助活動のための手引書として、日頃の準備を具体的に書いて

います。 

今回作成の「地区防災計画」と上記の冊子とは、三冊で一体をなすもので、有

効な活用をすすめていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高木町地区本部運営マニュアル      

（共助活動）（役員用） 

防 災 知 恵 袋     

（自助活動）（各戸配布） 

地 区 防 災 計 画 
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第２章 防災部の活動体制           

 

活動目標：地域活動（自助・近助・共助）を活発にし、安心・安全なまちづくり

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高木町自治会 

班    会 定例会・役員会 

防 犯 係 

防  災  部 

 

防災部員 情報連絡係 
○防災まちづくり通信の発行 
○町内の情報収集 
○広報及び記録写真撮影 

 
事務局 

○部の運営と事務処理 

○事業計画の立案 

○外部との連絡交渉 

 

環境改善係 
○防災倉庫の点検・整理・管理 
○町内環境点検の実施 
○公園整備の推進 

 
 防火救護係 
○防災訓練などの実施 
○救急法の講習会実施 
○緊急カードの作成 
○消火器の普及促進 

 

防災ボランティア 

・災害時の安否確認、情報連絡や被災者の救護にあたる 

・防災部の行事に参加・協力 
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第３章 防災活動の内容＜平常時の活動＞ 

高木町では、30 数年にわたり防災部を中心に国分寺市や国分寺消防署・国分

寺市消防団第五分団・警察・学校・地域の公民館など、防災に係わる機関と連

携し、指導を受け、以下のような活動を実施しています。 

１．町内点検 

防災部員を中心に１丁目・２丁目・３丁目に分かれて高木町のまち歩きをし、 

街頭消火器・道路標識・路面表示・危険箇所・重量塀の様子・植木の路上へのは

み出し等の点検を毎年行います。 

２．防災まちづくり通信の発行と住民への普及啓発活動 

・年４回の通信を発行し、各戸配布します。主に防災に関する情報や、自治会内 

の大きな行事を中心に情報を正しく伝え、理解を図るための内容です。 

・防災訓練、ファミリーひろば、防災学習会などは、あらゆる機会をとらえ、自 

治会定例会、自治会回覧、ポスター、ＰＲのちらし等で知らせます。 

・班ごとに会を開き、「防災知恵袋」「東京防災」等を活用し、町の状況や、問題 

点を話し合います。 

３．防災訓練の実施 

・国分寺市の防災訓練日に合わせて、地区防災センターと連携し、高木町地区本 

 部を中心とした防災訓練を実施しています。 

・「防災ファミリーひろば」においても、防災訓練を実施します。 

・災害時に役立つ救助工具の使い方の体験訓練も実施します。 

４．防災ファミリーひろば 

毎年行う防災訓練で、地区の住民 250 人～300 人の参加を得ています。訓練内

容は、主に初期消火・煙体験・応急救護・通報訓練・300 食の炊き出し訓練等で

す。この「ひろば」は、地域の防災意識の向上と地域住民の交流を図るため、昔

あそびや、クイズ大会等も取り入れた、楽しいイベントとなっています。 

５．応急救護訓練 

自治会の班長と役員を対象として AED や、三角巾の使い方等の技能習得を目指

して、毎年行います。 

６．学童の登下校の見守りと夜回り活動 

地域の学童の安全のために毎日登下校時に見守りを行います。12 月から２月末

までの期間は、火災予防のため“火の用心”の「夜回り活動」を行います。併せ
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て各丁目ごとに危険物等も点検します。どちらも毎年回覧で協力者を募集します。 

７．家庭用消火器の購入補助 

高木町の地域の特性から、火災を最小限にする必要があり、自宅から火事を出

さないため、消火器の購入にあたり購入費用の一部を自治会で補助します。これ

は資源物の集団回収で得たものを、防災基金として積み立てており、ここから支

出します。 

８．公園の水質管理と手入れ 

毎月第二火曜日に自治会で管理している公園の整備を行っています。つつじ公

園には災害時に活用できる“むかしの井戸”があり、生活用水として使用できま

す。 

９．防災視察研修 

防災部員を対象として、東京都内および近県の防災館の見学や、災害体験型の

施設での研修を年１回行います。 

１０．防災知恵袋を使った班会 

平成 24 年度に東京都地域の底力再生事業助成を受けて、災害に備える自助のた

めの手引き書として作った小冊子で、2,000 部印刷し、高木町と近隣の自治会に

配布しました。この冊子は、班会などで大いに活用し、班内での防災意識の向上・

自助の備えなどに役立てます。 
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第４章 防災活動の内容 

＜災害時の活動(震度５弱以上の地震発生時)＞ 

１．地区本部の設置 

  地震等の災害時、地域住民の安否確認や、避難生活の支援を行うため、高木町自

治会は高木町地区本部を設置します。地域で助け合い、協力し被害を最小にするこ

とを目指しています。地区本部の運営は、「高木町地区本部運営マニュアル」によ

るものとします。 

 

 

 

 

 

 

  地  区  本  部 

 

 

 

 

 

 

 各丁目ごとのまとめ役は、各丁目の状況を地区本部に報告する   

 

    １丁目      ２丁目      ３丁目 

 班長は、「被災状況受付者」に班の状況を報告する   

２．災害時の個人の行動 

・自分と家族の身の安全の確保    ・家族の安否確認  

・家屋の安全確認           ・出火の防止 

・安全カードを出す          ・初期消火 

・「防災知恵袋」の活用 

地区防災センター（第三中学校） 

医療救護所     情報の拠点    避難所 

被災状況の報告 支援物資の配布 

◎被災状況の把握・収集をし、地区防災センターへ報告 

◎市からの情報を地域住民に周知 

◎地区防災センターに届いた物資を「災害支援所」（高木八幡宮） 

から住民へ配布 

 

高木町地区本部を 1 丁目市営住宅集会室に設置 
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３．班での安否確認手順 

・班長を中心として班内の安否を確認する 

・班長不在のときは班内で協力して行う 

 （防災部員・防災ボランティアは、必要なときは、班長の手助けをする） 

・班内の被害状況の確認（家屋・電気・ガス・水道・要配慮者の有無） 

・支援の必要な方の情報を班で共有し安否確認 

４．災害時行動ガイドの作成と事前配布 

 ・「地震について私の対応」「地震発生時の班長の役割」を作成、全戸配布します。 

  ・班用では、班長の役割と、班内で助け合うことを明記します。 

５．情報の流れと避難時の行動  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

                       

     

 

 

 

   

 

 

＜地区本部の役割としての情報の収集と管理＞ 

・被災状況の情報は、ＰＣのファイル（安否確認集計表・戸別被災状況調査表） 

    に記録し、管理します。 

お願い：ご本人やご家族の安全が確保され、可能な方は、ボランティアとして 

       自治会・防災部の活動・避難所運営にご協力をお願いします 

避難所生活 

被災状況受付者（各丁目のまとめ役） 

各丁目の集合場所 

自宅での避難生活 

連絡 

高木町地区本部 

地区防災センター（三中） 

報告

要配慮者への支援 

必要に応じて救出・救護 

初期消火活動 

報告 連絡 

報告 連絡 

班 長 は、班内の安否確認・班内の被害状況の確認 

報告 連絡 

自宅の安全・隣近所の安否確認 

まずは、身の安全・家族の安否確認 

大 地 震 発 生 
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・安否・被災情報は、地区本部で把握・分析し、地区内の支援に活用します。 

 

６．災害時の活動体制と役割 

地区本部の立ち上げは、「高木町運営マニュアル」にそって以下の手順で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

自分の家・お隣ご近所の家の被害状況の回復に目途がついた段階で、 

上記のスタッフは、まず、地区本部へ集合します 

   （１）３カ所の防災倉庫を開けます  

   （２）地区本部の建物の安全を確認し、入口を開けます 

      鍵は＜原田酒店＞にあります 

   （３）必要な事務用品(パソコン・発電機他)の準備をします 

情報収集・伝達係 救護活動係 在宅避難者係 

パソコンへの記録 

情報管理 

被害・避難情報の全体把握 

情報の収集・共有・伝達 

二次災害軽減の為の広報 

負傷者の救護・救出 

住民の避難・誘導 

初期消火活動 

住民の避難・誘導 

防犯巡回活動 

応急修理の支援 

災害ごみ処理の対応 

地 区 本 部（市営住宅集会室） 

本部長：自治会長・会長不在時は防災部長・副会長 

スタッフ：自治会役員・防災部員・防災ボランティア 

     住民による応援者 

地区防災センター（第三中学校） 
地区協力員のうち、自治会役員・防災部員を除いた 10 名 

＜地区本部要員＞ 
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７．支援物資の要望・配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          

・高木町地区本部の情報収集が落ち着いてから、災害支援所を開設します 

・高木町地区本部運営マニュアルに従い、下記の対応をします  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊要望シートを班ごとに配布します  

＊各家庭に要望シートに必要数を記入します            

＊要望シートを班ごとにまとめます 

 ＊パソコンに要望数を入力し、記録します 

       ＊支援物資の配布は要望シートの印刷内容に従い行います 

 

 

国分寺市災害対策本部  

高 木 町 災 害 支 援 所 

高  木  八  幡  宮 

班長を通して 各家庭に 支援物資を配布します 

地区防災センター（第三中学校） 

高木町地区本部（市営住宅集会室） 

連絡は無線機を活用する 

各 家 庭 
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第５章  重点テーマ 

１．「火災を起こさない」ための取り組み 

地震の二次災害による火災を最小限にするために、また日常生活時の火災

を起こさないために以下の方針を立て、計画し実施します。 

①あらゆる機会を通して地域の防災意識の向上を図ります。 

②各家庭において火事を出さないための取り組み(自助)を推進します。 

   

（１） 個人の取り組み  自 助  

 

平 
 

常 
 

時 

①自分の家から火事を出さないようにします 

②燃えやすい物を家の周りに置きません（火災の原因の第１位は、放火です） 

③寝る前に火のもとの確認をします 

④家庭に最低１本の消火器を備えます 

○住宅用消火器・スプレー式消火器・投げ込み式消火用具(サット 119 エコ)等 

自宅に合った適切なものを備えます 

○消火剤の噴射時間は、15 秒から 20 秒のため、素早い初期消火が大切です  

○「使用期限の終了年月」「品質保証期間の終了年月」を必ず確認します 

○消火器購入に際し、自治会で薦めているものを検討し購入します 

⑤住宅用火災警報器を設置します 

○平成 22 年より、すべての部屋、階段、台所への設置が義務化されました  

⑥家庭内の電気器具の点検をします 

○コンセントまわりのごみ・漏電・タコ足配線などに注意します 

⑦お風呂には、水をはっておきます。バケツもいざという時のために備えます 

⑧消火器の使い方・街頭消火器の使い方に慣れておくために、防災訓練などに 

参加します 

災
害
時 

①家庭用消火器で素早い消火をします 

②火災の危険を感じたら、ブレーカーを切ります 

③火が天井に届いたら自分では消せません。「119 番通

報」          をして避難します   

④お隣ご近所に大声で知らせ、助けを求めます 

⑤忘れ物をしても、取りに戻らないようにします      
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（２）班・自治会での取り組み  共 助  

 

 

２．「班ごとの安否確認」の取り組み(班活動の具体化)       

災害から命を守り、災害による被害を最小限にするため以下の計画を立て、実施し

ます。 

（１）計画と実施内容 

①国分寺市、国分寺消防署、国分寺市消防団第五分団、小金井警察署の指導を受 

け、毎年継続して、防災訓練を行います。  

②子供から高齢者まで、家族全員が安全に避難するために、自治会では、班の結

びつきを強めます。班会の議題として「班ごとの安否確認」の仕方や「要配慮

者」の件について話し合います。 

③班長を中心として安否の確認をするために、「個人用チェックカード」・「班用 

チェックカード」・「被災状況調査シート」・「安全カード」などを利用し、班全

体で協力して確認できる ようにします。班のメンバーに要配慮者がいる場合、

防災ボランティアや防災部員と共に、班でも協力します。 

④班長は一定期間で交代するため、交代しても、仕事内容が引き継がれるように、

「班長の役割・仕事内容」を書いたカードを作成し配布します。 

 

 

平
常
時 

①自治会では、毎年、消火器販売の斡旋を行います  

②街頭消火器の点検は、毎年行います 

③防火貯水槽・消火栓・街頭消火器などの設置場所に関心をもってもらうよう 

防災マップを活用し、知らせます 

④「夜回り活動」を実施します 12 月～２月末まで、各丁目ごとに、回ります 

災
害
時 

①日常と違う様子があれば、119 番通報など協力します 

②隣家から「火事だ！」の声が聞こえたら、自分の家の消火器を持って消火に駆

けつけます。街頭消火器も使用できます 

③バケツリレーが役に立つときは協力します 

④関係機関と連携し、協力します 
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（２）個人、班長の行動について  

 

 

安全カード 表  ⇒ 

    (裏側には注意事項等を記載する) 

  

  

  

（３）情報の伝達・共有           

 

 

 

 

★無線機の設置 ：地区本部・各丁目ごと 

の集合場所・三中地区防災センター相 

           互間の情報連絡に必要なため無線機を 

 設置します。 

 

 
 

平 

常 

時 

 

①向こう三軒両隣、普段から挨拶を交わします 

②班長は、年に 1 回は、班会を開きます 

③班会では、「防災知恵袋」「東京防災」を活用し災害時の対応を話し合います 

④班長は被災状況調査シートに予め班員名を記載し災害時に備えます 

⑤班長は、班長の役割カードを玄関近くに掛けておきます 

⑥安全カードと《笛》は玄関近くに掛けておきます 

災 

害 

時 

☆震度５弱以上の地震発生で以下の行動をします 

 地震以外の災害や防災無線が聞こえない場合、身の危険を感じたら行動します 

①自分自身・家族の安全が確認できたら安全カードを外から見える所に出します 

②班長が中心となり、安否確認をします 

③安否確認は、班長任せでなく班全体で協力します 

④班長が不在の時も、班の人で、協力します 

⑤安全カードが出ていない家は必ずノックして確認します 

⑥支援の必要な人がいれば、まず、班で助け合います 

○   ○ 

 

家 族 全 員 

無 事 で す 

 

高木町自治会 安全カード 

 

１丁目：高木町中央公園 

２丁目：なごみ公園 

３丁目：高木八幡宮 

住 民 班 長 
各丁目の 

集合場所 

地区防災センター 

(第三中学校) 

地区本部 

市営住宅集会室 
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（４）要配慮者への対応 

     自治会では、災害時に近隣で協力し合える体制づくりをすすめています。 

急に体調をくずしても近親者に連絡が取れず、仮に連絡が取れたとしても

遠方のため緊急には間に合わないことがあるかもしれません。また災害時

に一人では移動が困難な場合があるかもしれません。高木町自治会では、

班を中心とした活動を基本とし、支援が必要な方として登録をされた方に

は、防災ボランティア等が支援を担当しており、毎年更新しています。災

害発生時は、班でも必要に応じて救出・救護に協力することとします。 

 

 

 

 

 

 

                     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の              支援する人  

   要配慮者         ☆ 防災ボランティア 

              ☆ 同じ班の仲間 
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第６章 実践と検証 

１．応急救護訓練 

 （１）内 容 

国分寺消防署戸倉出張所職員の指導のもと、ＡＥＤの使い方・三角巾の使い

方訓練を自治会役員と班長を対象に実施しました。 

 （２）実 践 

近年、ＡＥＤが有効であり、誰でも緊急に使用できる技能を身につけておく

ことが大切であるとの観点から、国分寺消防署戸倉出張所の職員の指導に従い

二つのグループに分かれ、一人ひとり実技体験を行いました。 

（３）結果と反省 

班長を対象とするこの訓錬の機会は好評であり継続します。 

２．防災訓練(災害時行動訓練) 

（１）内 容 

高木町では、国分寺市が行う総合防災訓練に合わせて避難所に行く避難訓

練を継続的に行っていました。しかし平成 26 年春、災害時に地域の拠点とな

る地区本部の開設要請が市からあったことを受け地区本部運営マニュアルを

作成するとともに災害時の行動をシミュレーションする訓練を開始しました。

平成 27 年には訓練全体の指導を国分寺市消防団第五分団に依頼しました。 

訓練の主な流れは、個人・班長・地区本部要員の災害時の行動をシミュレ

ーションしその後防災資機材の使い方訓練を実施しました。 

（２）実 践 

①事前準備 

・回覧等で訓練実施を住民に通知するとともに個人の行動カード、班長の行動

カード、安全カードを事前に全戸配布する。 

・要救助者と支援者には別途連絡する。 

②防災訓練当日の行動 

・各個人は配布済の個人の行動カードに従い地震後の１分間行動・初期消火・

自身と家族の安全確認・近所の安全確認をする。 

・班長は配布済の班長の行動カードに従い班内の安全を確認し、被災状況調査

シートを作成後、地区本部要員に連絡する。 

・地区本部要員は被災情報を記録し、地区防災センターへ報告する。 
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③防災資機材の組み立て等体験訓練 

・上記②を実施後、高木八幡宮に参加者が集合し実施する。 

(３) 結果と反省 

地区本部を中心とした防災訓練は、平成 27 年は２回目で、班長を中心に班 

ごとの安否確認を行い「安全カード」を使った新しい試みに対しても、住民の 45％

（359 世帯）の安否確認が出来、大きな協力が得られました。 

この取り組みは毎年継続して行い、住民の避難行動の徹底と防災意識の向上 

を図ります。 

①この訓練の住民の認知度は未だ低く、平成 27 年の訓練でも参加者は 45％（ 

359 世帯）でした。今後は認知度を上げる取り組みを継続し訓練への参加者 100%

を目指します。 

②平成 27 年の訓練では地区本部と災害支援所（高木八幡宮）との間の情報の伝

達に問題があり、連絡方法として無線機の活用を検討することとしました。    

③誰が責任者か分からない等の意見があり、地区本部要員に腕章を付ける等表

示方法を考えます。 

   ④未実施の訓練については、実施可能なものから順次取り上げます。  

３．防災訓練(防災ファミリーひろば) 

 (１)内  容 

 住民の防災意識の向上と住民同士の交流を目指して継続実施している高木町 

最大のイベントで平成 27 年度の開催で 36 回目となります。 

 午前中に防災訓練を行い、昼食は炊き出し(とん汁)を提供し午後は昔あそび 

などで世代間交流を目指します。 

国分寺消防署戸倉出張所・国分寺市消防団第五分団・小金井警察署のご指導 

をいただくと共に、高木長寿会・国分寺市立第八小学校吹奏楽部 ・国分寺市  

立第二小・第八小ＰＴＡ地区委員・よせなべの会など多くの方々の協力を頂い

て開催しています。 

  （２）実  践 

①広報活動 

ポスターの掲示、回覧での通知などで参加を呼びかけます。 
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②防災訓練 

・受付で即席のチーム(３～５人)を作って５種類程度の訓練をスタンプラリ

ー方式で体験してもらい全訓練を体験した方に参加賞を渡します。即席で

チームを作ることで住民同士の連携が深まることを目指しています。 

 

 

   ③炊き出し訓練(とん汁を作ります） 

・災害を想定し、簡易かまど２基と大鍋２基と薪を燃料に使い、材料は地元

の農家から仕入れた野菜を中心としています。肉等その他の材料や調味

料も出来るだけ地元業者から仕入れています。 

④昔あそび 

・地域のお年寄りに遊び方の指導をしていただく等、世代間交流を目指して

おり、開催の都度あそびの内容を決めています。 

⑤防災クイズ大会 

・一時中断していた催しを装いを新たに行ったもので、「防災知恵袋」「東京

防災」「ずきんちゃんクイズ」等を参考に難易度を考慮して作成した二択問

題に解答してもらい最後まで残った方に賞品を渡す予定でしたが雨で中止

しました。 

 

防 災 訓 練 炊き出し訓練 昔あそび 

①大声訓練・通報訓練 

②初期消火訓練   

③応急救護訓練 

・AED・三角巾 

 ④けむり体験 

 ⑤防災資機材体験 

・リヤカー組み立て 

・ジャッキの扱い方     

⑥緊急カード作成 

 

  

 

とん汁 300 食 

 

①輪投げ 

②お手玉、あやとり 

③けん玉 

④バルーンアート 

⑤マシュマロ焼き 

⑥綿あめ 

⑦ポップコーン 

⑧グランドゴルフ 

⑨パターゴルフ 

⑩パン食い競走 

⑪防災クイズ大会 

参考：平成 27 年の実施項目 
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 (３) 結果と反省 

①平成 27 年は、雨のため規模を縮小しての実施とし、屋外での訓練は中止、一

部の訓練は訓練場所を室内に移して行う等の工夫をしました。それでも他地

区の方も含めた参加者は約 150 名となり、このイベントへの期待の高さが伺

えました。その一方で雨による変更点の伝達で主催者間の連絡の不徹底や住

民の方への広報の不備があり緊急時の対応での問題点も明らかになりました。 

②計画段階で、防災部員・自治会役員・防災ボランティアへの周知と徹底、各

係や担当者ごとの打ち合わせ会の持ち方や緊急時(突然の雨等)対応も検討し

ます。              

４．防災訓練(救助工具・ジャッキの使い方訓練)  

    (１) 内  容 

東京消防庁より無償貸与を受けている防災資機材を有効に使うため、その使

い方の訓練を、国分寺市消防団第五分団の指導のもと実施しました。 

貸与開始が平成 27 年度であることから、訓練は同年９月の自治会定例会後

の実施をはじめに年度内に３回実施しました。訓練対象資機材は、リヤカー・

ジャッキ・AED・発電機・投光機で組み立て手順などを確認しました。 

9 月：定例会後、11 月：防災ファミリーひろば、１月：定例会後の３回実施 

     （２）結果と反省   

自治会定例会の後の実技体験は短時間でしたが、効果的でした。住民の多

くの方が体験できるよう継続的に実行していきます。 

５．防災学習会 

毎年テーマを決めて、外部から講師を招き公民館などの会場を使って実施し

ています。 

平成 27 年度は「要配慮者・避難行動要支援者への対応」をテーマとし「東

京都地域防災学習交流会」からの援助を受けて、講師派遣をお願いし、実施

しました。 
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第７章 今後の課題 

１．地域住民の防災意識の向上 

  大災害は、いつ起こるか分かりません。備えと訓練こそ大切です。 

住民一人ひとりが災害に対して常に準備を怠らず、定期的に点検をする習慣を 

持てるような、防災への関心・防災意識の向上を図ります。 

今回作成の「地区防災計画」をもとに防災学習会を計画し、災害時行動訓練の 

継続と必要性を訴えます。 

２．地域住民の絆を大切にした活動 

大災害時に“お隣ご近所に助けてもらった”という人が 80％とも言われます。 

今後の防災活動も、異世代の交流をはじめ、楽しく、仲間作りができる活動を 

継続し、訓練の充実を図ります。小中学生との交流活動のあり方も検討します。 

３．班の中での交流のすすめ 

向こう三軒両隣・同じ班の人同士、普段から助け合い、年に 1 回は班長を中心に 

班会を開くことをすすめます。 

４．施設・設備の充実 

消火栓・防火貯水槽の位置・むかしの井戸の水質管理、街頭消火器の使い方、 

一家に最低１本の消火器を備える等、施設・設備の充実を目指し、点検をする 

とともに必要性を訴えます。 

５．地域の学校・施設との連携 

国分寺市・国分寺消防署・国分寺市消防団第五分団・小金井警察署・第二小学校・ 

第八小学校・第三中学校・光公民館・医院・診療所・幼稚園・保育園・高齢者デイ

サービスなど近隣の施設と普段からゆるやかな連携を図り災害時に備えます。 

６．高齢者対策 

災害時の避難所として、個人の住宅で使用していない部屋を提供していただく取

り組み、また町内にある空き家を利用できる方法について検討します。 

７．人的ネットワークの構築 

地域の中で、災害が起きた場合に備え、個々人の得意わざやキャリアを伝えて 

いただき、自治会として把握しておきます。 

 （例：日曜大工・力もち・AED 使えます・大工道具類・重機・建設機械等・ 

ジャッキ・チェーンソー等の工具・アマチュア無線の無線機等・助産師） 
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８． 在宅避難のすすめ 

大災害が発生し避難する必要が生じた場合、地区防災センターである第三中学校 

は、避難者であふれ、大変不自由な生活が予想されます。可能な限り自宅にとどま

ることをすすめます。在宅避難でも支援物資の配布が受けられるようにします。 

９．自治会員以外の地域住民への啓発活動 

現在自治会加入率が７割弱です。先ず自治会への加入促進を進めます。 

住みよいまちづくりのために共に活動していきたいと思います。 

10．防災行政無線について 

 防災行政無線を利用した緊急地震速報については、市との連携を図りますが 

詳細については別途検討し、今後の課題とします。 
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あ と が き 

平成 27 年６月、わが町高木町は内閣府より｢地区防災計画モデル地区｣として認定

され全国で 20 地区の一地区として｢地区防災計画｣作成に取り組むことになりました。 

高木町では今から 30 年前、昭和 59 年(1984 年)に｢地区防災計画｣が作られました。 

その素晴らしい計画と取り組みを土台にしてこのたび平成 27 年度版（2015 年版）と

して改定しました。 

平成 27 年度は、「災害に強いまちづくり」を目指し、災害への対応を強化するため

に昨年作成した「高木町地区本部運営マニュアル」に基づき、 

１．「火災を起こさない」ための取り組み 

２．「班ごとの安否確認」の取り組み 

の二点に絞り進めてまいりました。日常すぐに役立つように、出来るだけ具体的に書

いたつもりです。 

作成にあたり、内閣府からのアドバイザーである東京大学加藤孝明先生より“防災

町づくりの目指すもの”といった大きな視点からの貴重なアドバイスを頂きました。 

内閣府との仲介役(株式会社地域計画建築研究所)の皆様、国分寺市防災安全課にも

多くの御指導を頂き、行政と共にプロジェクト会議をもちながら作成しましたことを

申し添え、書面を借りて厚くお礼を申し上げます。 

高木町の誰もが望む「安全で住み良いまち」、「災害に強いまちづくり」のために、

これから取り組まなければならない課題はたくさんありますが、できることから熱意

を持って、今後とも根気強く取り組んでいきましょう。 

この冊子は、「防災知恵袋」と共に班の集まりや学習会等で大いに活用して下さい。 

最後になりましたが、忙しい合間をさいて作成に携わったプロジェクトメンバーの

皆さんのご協力、ありがとうございました。 

 平成 28 年２月吉日   防災部長  大野 菫子 
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参 考 資 料 

１．「高木町へいづくり憲章」・「高木町まちづくり宣言」 
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２．高木町地区本部運営マニュアル 

東京都は、平成２４年４月に「首都圏直下地震等による東京の被害想定」を公表し

ましたが、これは平成１８年公表の被害想定を大幅に上回るものでした。 

これを受けて、国分寺市は平成２５年２月に、国分寺市地域防災計画を修正しまし

た。 

この計画では、立川断層に起因する地震はＭ7.4 となり、国分寺市全域が震度６強と

なり、死者 187 人、避難所の収容能力をはるかに超える 37,988 人が避難所に来るこ

とが想定されています。 

これを機に国分寺市は自治会等に対し、災害時に地区本部を設置し地域が自主的に

災害に向かうとの提案をしました。 

高木町ではこれを受け、災害を住民全体で生き残る為に平成２６年初頭「高木町地

区本部」のありかたについて検討を開始し同年１２月に、高木町地区本部運営マニュ

アルを発行しました。 
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３．小冊子「防災知恵袋」（平成２５年 発行） 
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４．高木町防災マップ（平成２３年 発行） 


